
 避難行動要支援者支援制度について

　災害はいつどこで起きるか分かりません。比布町は災害が少ない地域ではありますが、万が

一に備えて、避難するのに支援が必要な方に対し、避難を支援していただける方（避難支援者）

を探し、災害の時だけでなく、日常的な身守りも含めて助け合いをお願いする制度です。

・高齢者（７５歳以上）のみで世帯を構成する方

・要介護（３～５）の認定を受けられた方

・身体障害者手帳（１～２級）の交付を受けられた方

・療育手帳（Ａ判定）の交付を受けられた方

・精神障害者保健福祉手帳（１～２級）の交付を受けられた方

　現在、災害時の避難支援が必要な方を、支援していただける方を探しております。

　行政区長さん等から協力をお願いされたら、制度についてご理解をいただいたうえで、ご協力

をお願いいたします（避難支援者になるにあたり、特別な審査・資格等はありません）。

  ≪災害時にお願いする支援≫ 

・支援が必要な方の避難のお手伝い 

≪日常でお願いする支援≫ 

・日常生活の見守り・声かけ等 
 

支援が必要な方 

 

 避難支援者になっていただける方は、各行政区長、役場総務企画課生活安全係までご連絡く

ださい。期日等はなく、随時受け付けております。 

 また、制度についてのお問合せは、役場総務企画課生活安全係までご連絡ください。 

  

 問合せ先 総務企画課生活安全係  担当 川上、辻（８５－４８０１（内線 １１６，１２５） ） 

この制度は地域で安心して暮らすために、普段からの地域の助け合いをお願いするものです。 

避難支援や見守りを行なえなくても、避難支援者が責任を負うことはありません。 


